
- 1 -

８．入札参加者のＩＣカードの取扱い（代表者の権限の委任等）

８－１電子入札を利用することができるＩＣカードの基準

電子入札を利用することができるＩＣカードは、競争参加資格認定通知書に記載されて

いる者（以下「代表者」という ）又は代表者から入札・見積権限及び契約権限について。

年間委任状（様式４）により委任をうけた者（以下「受任者」という ）のＩＣカードに。

限る。

なお、受任者による電子入札の利用は、下記の基準により年間委任状が提出された場合

に限り認めるものとする。

１．提出の相手方

原則として各発注者（本官・分任官）毎に提出を求めるものとする。

２．提出時期

年間委任状は、最初の入札参加手続前までに提出を求めるものとする。

入札手続途中における提出は認めない。

３．年間委任状の内容

①権限

入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければな

らない。

②復代理人

電子入札においては、復代理は認めない。

③委任期間

委任期間は競争参加資格の有効期限を限度とする。

委任期間内に代表者又は受任者に変更があった場合及び受任者のＩＣカードについ

て有効期限満了等による変更又は追加があった場合には、変更内容について、速やか

に、年間委任状を提出した発注機関に書面による届出を求めるものとする。

４．提出方法

年間委任状には、受任者のＩＣカードの企業情報登録画面を印刷したものの添付を

求めるものとする。

年間委任は、記名・押印された年間委任状（書面）の提出とする。

８－２個別案件における委任の取扱い

原則として個別案件における委任は認めない。

ただし、代表者又は受任者のＩＣカードが、代表者の変更、有効期限の満了等の理由で

、 （ ） 、失効することが開札までの間に確実な場合には 委任状 様式５ を提出することにより

個別案件における委任を認めることができるものとする。

８－３経常建設共同企業体におけるＩＣカードの取扱い

入札可能なＩＣカードは、経常建設共同企業体（以下 「経常ＪＶ」という ）の代表、 。

会社の代表者（競争参加資格認定通知書に記載されている者）又は当該代表者から８－１

の規定に基づき委任された者のＩＣカードとする。

また、経常ＪＶの応札にあたっては、構成会社の代表者から代表会社の代表者に対する

入札・見積に関する権限についての年間委任状又は個別案件についての委任状の提出を必
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ず求めるものとする。

通常指名競争入札及び工事希望型指名競争入札等における経常ＪＶの取扱いについて

は、経常ＪＶとして認識ができるよう、指名通知書及び提出依頼書等の作成の際に、経常

ＪＶの名称を入力する。

８－４特定建設工事共同企業体におけるＩＣカードの取扱い

入札可能なＩＣカードは、特定建設工事共同企業体（以下 「特定ＪＶ」という ）の、 。

代表会社の代表者（競争参加資格認定通知書に記載されている者）又は当該代表者から８

－１の規定に基づき委任された者のＩＣカードとする。

また、特定ＪＶの応札にあたっては、特定ＪＶの構成会社の代表者から代表会社の代表

者に対する入札・見積に関する権限についての個別案件についての委任状の提出を求める

ものとする。ただし、８－１の規定に基づく支店長等の受任者が特定ＪＶを結成している

場合には、特定ＪＶの構成会社である受任者から代表会社である受任者に対する入札・見

積に関する権限についての個別案件についての委任状の提出であっても、これを認めるも

のとする

８－５ＩＣカードの資格等確認

発注者は、一般競争入札方式、公募型指名競争入札方式、公募型競争入札方式、公募型

プロポーザル方式において参加申請等のあった業者については、当該業者の業者名及びＩ

Ｃカードの名義人氏名により競争参加資格の有無を確認する。

工事希望型指名競争入札方式、通常指名競争入札方式、標準プロポーザル方式、随意契

約において参加申請等のあった業者については、事前にＦＡＸ等提出を求めた入札方式確

認書（様式６）で、業者が指定したＩＣカードの企業名、名義人氏名を確認する。

以上の確認は、８－１に規定する当該業者の代表者又は受任者か否かの確認を行うもの

とする。確認した結果、入札又は見積の権限を有しないと判断された場合には、発注者は

入札参加者に電話等でその旨を通知するものとし、この場合おいて、入札参加者が以下の

方法によらなければ、当該案件への参加を認めないものとする。

①代表者又は代理権限のある名義人のＩＣカードにより、再度参加申請等を行う。

②代表者又は代理権限のある名義人のＩＣカードがない場合、紙入札による参加を申請

する。

８－６受任者との契約締結等

代表者のＩＣカードにより入札等を行い落札した場合には、代表者又は代表者から委任

状により契約権限の委任を受けた者と契約を締結することができる。

受任者のＩＣカードにより入札を行い落札した場合には、原則として、当該入札をした

受任者又は代表者と契約を締結することができる。

８－７ＩＣカード不正使用等の取扱い

入札参加者がＩＣカードを不正に使用等した場合には、当該入札参加者の指名を取り消

す等、当該入札への参加を認めないことができる。落札後に不正使用等が判明した場合に
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は、契約締結前であれば、契約締結を行わないことができる。また、契約締結後に不正使

用等が判明した場合には、着工工事の進捗状況等を考慮して契約を解除するか否かを判断

するものとする。

＜不正に使用等した場合の例示＞

①他人のＩＣカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合

②代表者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者のＩＣカードを使用

して入札に参加した場合

③同一案件に対し、同一業者が故意に複数のＩＣカードを使用して入札に参加した

場合


